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平成１５年８月

政策体系 番 号

基本目標 ９ 高齢者ができる限り自立し、生きがいを持ち、安心して暮ら

せる社会づくりを推進すること

施策目標 １ 老後生活の経済的自立の基礎となる所得保障の充実を図るこ

と

Ⅰ 公的年金制度の安定的かつ適正な運営を図ること

担当部局・課 主管部局・課 年金局年金課

関係部局・課 年金局数理課・運用指導課

１．施策目標に関する実績の状況

実績目標１ 公的年金給付が老後生活に役に立つこと

（実績目標を達成するための手段の概要）

公的年金制度は、社会全体が連帯し、収入のある現役期に保険料を納付して収入が

得られなくなった高齢者を支え、高齢期に収入が得られなくなったときに、かつて高

齢者の生活を支えた貢献の度合い（個々人の現役期の保険料納付の実績）に応じて、

その時の現役世代が納付する保険料に支えてもらうという考え方を基本として組み立

てられている。

いわば、社会全体での世代間扶養に保険料納付という自助努力を組み合わせた仕組

みであり、この仕組みにより、個々人の現役時代の暮らしぶりを反映させつつ、その

時々の現役世代の賃金や物価水準に応じた年金給付を可能としている。

老後生活の基礎的な費用を賄う基礎年金を全国民共通の給付として保障するととも

に、被用者に対しては、退職後に賃金収入がなくなることに配慮して、報酬比例の年

金を支給することにより、高齢者の生活の基本部分を支えている。被用者の場合、夫

婦の基礎年金と報酬比例年金を合わせて現役世代の手取り年収のおおむね６割の水準

になるよう制度設計されている。

老齢年金を受給し始める時点で、過去の報酬を現在の価値に再評価して年金額が計

算されることになっている（賃金再評価 。また、物価スライドにより、実質的な水）

準が維持されている （平成１４年度においては、前年１３年の消費者物価指数の変。

、 （ 、動が ％の減となり 国民年金法等の規定どおりの扱いでは過去２年分 平成１２0.7
１３年度）の ％減分とあわせて ％の引下げが必要となったが、社会経済情勢1.0 1.7
にかんがみ、物価スライドを行わず年金額を据え置くための特例措置がとられた ）。

（評価指標） Ｈ１０ Ｈ１１ Ｈ１２ Ｈ１３ Ｈ１４

モデル年金額 （月額） 円 同左 円 同左 同左230,983 238,125
（備 考）

モデル年金は、被用者について標準的な被保険者像を想定し、その被保険者が世帯と

して得られる年金を示したものであり、年金水準を設定したり、制度的に保障される



年金の姿を端的に示す際に標準として用いられる概念である。

実績目標２ 公的年金の財政が安定していること

（実績目標を達成するための手段の概要）

、 、人口構成や社会経済情勢の変化に伴う様々な要素を踏まえ 少なくとも５年に一度

新たに被保険者数・年金受給者数、年金給付費等の推計を行い、将来の財政見通しを

作成する（財政再計算という）とともに、必要な制度改正を行っている。

直近の財政再計算は平成１１年に実施され、将来に向けて給付総額の伸びを抑え、

将来の保険料負担を負担可能な水準（現在の欧州諸国と同水準の年収の２割程度）に

抑えることを内容とした制度改正が平成１２年に行われ、施行されている。

（評価指標） Ｈ１０ Ｈ１１ Ｈ１２ Ｈ１３ Ｈ１４

積立度合（厚生年金 ） ５．３ ５．３ ５．２ ５．１ －

（評価指標） Ｈ１０ Ｈ１１ Ｈ１２ Ｈ１３ Ｈ１４

積立度合（国民年金 ） ２．８ ２．９ ３．０ ２．９ －

（評価指標） Ｈ１０ Ｈ１１ Ｈ１２ Ｈ１３ Ｈ１４

最終保険料率（厚生年金） － 年収の － － －

（ⅰ）１９．８％

（ⅱ）２１．６％

（評価指標） Ｈ９ Ｈ１０ Ｈ１１ Ｈ１２ Ｈ１３

最終保険料（国民年金） － 月額 － － －

（ⅰ）１８，５００円

（ⅱ）２５，２００円

（備 考）

・積立度合とは、前年度末に保有する積立金が、国庫負担を含めた実質的な支出総額

の何年分に相当しているかを表す指標である。

・平成１４年の積立度合は、実績が未確定である。

・最終保険料（率）は、平成１１年財政再計算による。数値は （ⅰ）基礎年金の国、

、（ ） 。庫負担割合２分の１の場合 ⅱ 基礎年金の国庫負担割合３分の１の場合である

実績目標３ 公的年金積立金について、基本ポートフォリオを適切に管理すること

（実績目標を達成するための手段の概要）

年金資金運用基金において 時価による資産構成割合に係る基本ポートフォリオ 平、 （

成２０年度までは移行ポートフォリオ）からの乖離状況を毎月把握し、乖離許容幅を

超えて乖離している場合には、その範囲内に収まるように資産構成割合の変更を行う

などにより基本ポートフォリオ（移行ポートフォリオ）の達成を目指す。

（評価指標） Ｈ１０ Ｈ１１ Ｈ１２ Ｈ１３ Ｈ１４

年度 年度年度末の各資産の構成割合と移行ポ － － － 13 14
移行ポ 移行ポートフォリオの乖離幅

ートフ ートフ

ォリオ ォリオ

(評価欄

参照)

（備 考）

・平成１３年度から厚生労働大臣による自主運用が開始され、新たな運用方針による

運用となったため、平成１３年度から評価を行っている。なお、平成１２年度まで



は年金積立金全額を旧資金運用部（現財政融資資金）に預託することが義務付けら

れており、また、旧年金福祉事業団による資金運用事業も旧資金運用部からの借入

金を原資として行われていたものであり、厚生労働大臣による自主運用の仕組みと

は全く異なるものであった。

・基本ポートフォリオは、長期的に維持すべき資産構成割合として厚生労働大臣が社

会保障審議会の審議を経て定めており、旧資金運用部への預託金全額が償還される

平成２０年度末に達成することとしている。それまでの間は、厚生労働大臣が毎年

度、同審議会の審議を経て年度末に到達すべき移行ポートフォリオを定めている。

・移行ポートフォリオについては運用資産全体（年金資金運用基金の運用資金と財政

融資資金への預託金の合計）の移行ポートフォリオと、年金資金運用基金の移行ポ

ートフォリオ（市場運用部分）を厚生労働大臣が策定している。

２．評 価

( ) 現状分析1
現状分析

公的年金制度においては、原則として５年に１度、財政再計算を行い、必要な制度

の見直しを行うこととしており、実績の評価については、この見直しをもとに行うこ

ととしている。よって、平成１４年度の実績の評価については、実績目標３の基本ポ

ートフォリオの管理について評価する。

、 、少子高齢化が急速に進む我が国においては 将来世代の保険料負担が急激に上昇し

過度のものとならないよう、一定の積立金を保有し、その運用収入を活用することに

より、将来世代の負担を軽減することが不可欠である。その運用方法としては、長期

的な観点から、安全かつ効率的に必要な運用収入を確保するため、国内債券を中心と

しつつ一定の割合で株式を含む分散投資を行うこととしているところである。

現在、平成１６年に予定されている財政再計算に向けて、長期的に安定した年金制

度を構築すべく検討を進めているところであり、その際、運用目標となる積立金の運

用利回りについても見直しを行う予定である。この運用利回りの見直しを踏まえ、今

後、専門的な議論を踏まえながら、新しい基本ポートフォリオを策定していくことを

予定している。

( ) 評価結果2
政策手段の有効性の評価

年金制度は超長期の制度であるため、年金積立金の運用も長期的な観点から行うべ

きものであるが、長期運用においては、長期的に維持すべき資産構成割合（基本ポー

トフォリオ）を定め、それを忠実に達成するという運用方法をとることにより、より

小さなリスクで効率的に収益をあげることができるため、このような運用方法を維持

していくことが、年金制度の安定的かつ適正な運営に資する。

（ ）、平成１４年度末の年金資金運用基金分の資産構成割合は以下のとおりであり Ｃ

すべての資産クラス（国内債券、国内株式等）が移行ポートフォリオ（Ａ）の乖離許

容幅（Ｂ）の範囲内に収まっており、適切に管理が行われた。



政策手段の効率性の評価

平成１４年度における資金配分に当たっては、移行ポートフォリオで定める資産構

成割合よりも低い資産構成割合となっている資産には資金を多く配分し、一方、移行

ポートフォリオよりも高い資産構成割合となっている資産には資金を配分せず、また

は少なく配分するなどにより、不必要な売買を行うことなく、なだらかに移行ポート

フォリオを達成した。

総合的な評価

現行の運用方法としては、国内債券を中心としつつ一定の割合で株式を含む分散投

資を行うこととしているところである。平成１４年度末の年金資金運用基金分の資産

構成割合は、すべての資産クラスが移行ポートフォリオの乖離許容幅の範囲に収まっ

ており、適切に管理が行われたため、平成１４年度としては目標を達成したと考えら

れる。

分析分類評価結果分類

① ①

３．政策への反映方針

平成１５年度においても、平成１５年度末に、すべての資産クラスが移行ポートフ

ォリオの乖離許容幅の範囲に収まるよう、引き続き適切な管理を実施する。

なお、平成１６年に予定されている財政再計算に向けて検討を進める中で運用目標

となる積立金の運用利回りについても見直しを行う予定であることから、その見直し

を踏まえ、今後、専門的な議論を踏まえながら、新しい基本ポートフォリオを策定し

ていくことを予定している。 反映分類

③

４．特記事項

①学識経験を有する者の知見の活用に関する事項

○基本ポートフォリオ（移行ポートフォリオ）は、厚生労働大臣が社会保障審議会

（年金資金運用分科会）に諮問した上で策定。

○年金資金運用基金においては、経済・金融・年金資金運用について高い見識を持

つ投資専門委員の意見を聴いた上で、資金の管理運用業務が行われた。

②各種政府決定との関係及び遵守状況

特になし

国内債券 国内株式 外国債券 外国株式 短期資産

　移行ポートフォリオ（A） 51% 24% 8% 14% 3%

乖離許容幅（B） ±　5％ － 5％ － 5％ － 5％ －

年度末の資産構成割合（C） 51.35% 23.36% 8.06% 14.14% 3.09%



③総務省による行政評価・監視等の状況

特になし

④国会による決議等の状況（警告決議、付帯決議等）

特になし

⑤会計検査院による指摘

特になし


